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地域科学技術の振興に向けて当面取り組むべき事項等について 

（地域科学技術施策推進委員会 提言）（案） 

 

平 成 ２ ０ 年  月 

科学技術・学術政策局 

 

 

地域の活性化は国の最重要な政策課題のひとつである。昨年１０月には、  

地域再生に向けた戦略を政府として一元的に立案し、有機的総合的に政策を 

実施していくため、「地域活性化統合本部」が設置され、１１月には「地方再生

戦略」が策定されるなど、地域の活性化のために政府一丸となった取組が進展

している。 

このように地域活性化に向けた機運が高まる中で、地域の自立的・内発的な

発展を実現する上で科学技術が果たす役割に対しても、益々大きな期待が寄せ

られている。第３期科学技術基本計画においても、地域における科学技術の振

興は、地域イノベーション・システムの構築や活力ある地域づくりに貢献する

ものであり、ひいては我が国全体の科学技術の高度化・多様化やイノベーショ

ン・システムの競争力強化に資するものであるため、国として積極的に推進す

ることが必要とされている。 

文部科学省では、平成１４年度から知的クラスター創成事業（第Ⅰ期）、都市

エリア産学官連携促進事業、平成１９年度からは知的クラスター創成事業（第

Ⅱ期）（以下、知的クラスター創成事業等という）を実施しており、また、独立

行政法人科学技術振興機構（JST）においても、地域イノベーション創出総合

支援事業など、科学技術駆動型の地域活性化を目指した施策を展開している。 

これらの取組は、従来の公共事業中心の地域振興策とは一線を画し、グロー

バルな知の大競争時代あっては地域の規模に関わらずイノベーション力を高め

ることが急務であるとの認識に基づくものである。これまでの取組により、地

域における産学官連携のネットワーク形成や、研究人材、マネジメント・コー

ディネート人材の育成等が進展し、研究開発成果の事業化等の具体的な成果も

出てきており、一定の成果を上げているといえる。一部には、地域が主体的に

行う関連施策との連動により、関連企業の着実な集積につながっている地域や、
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多数の商品化等により国の事業費を大きく上回る経済効果を創出している地域

もある。一方で、地域クラスター※、地域イノベーション・システムの自立化と

いう点では、多くの地域が課題を抱えている。地域の戦略的な取組の不足から、

試作品段階に留まる地域や、事業終了後、持続的な地域イノベーション・シス

テムの構築に至っていない地域、そもそも事業の採択に至らない地域等も少な

からずある。 

本提言は、このような状況を踏まえ、地域科学技術振興施策をより効果的に

地域の活性化に資するものとするために、当面取り組むべき事項についてまと

めたものである。これまでに一定の成果をあげている地域については、国際的

な競争にも勝ち残れるよう、更に発展させることが重要であるが、今回の検討

に当たっては、クラスター形成に関して課題を抱えている地域に対する支援策

を中心に議論を深めた。 

本提言の検討に当たっては、本委員会委員や科学技術政策研究所、科学技術

振興機構、財団法人全日本地域研究交流協会等の関係諸機関の参画も得て、文

部科学省科学技術・学術政策局において実施した地域の関係者に対するヒアリ

ング結果等を参考にするなど、地域の関係者の意見も考慮するように努めた。

今後、国としての具体的な施策の企画・立案、実施等に当たっては、地域の関

係者の意見に真剣に耳を傾け、地域の施策や活動との一層の調整や協調等を図

り、地域の主体性を尊重しつつ、ニーズや取組の進捗状況を踏まえた施策とな

るように努めることが必要である。 

 

 

【当面取り組むべき事項等について】 

 

（１）長期的な視野と戦略に基づいた、地域クラスター形成等に向けた地域に

おける持続的な取組の促進 

知的クラスター創成事業等は、地域クラスター形成を加速することを目的

                                                  
※ 地域のイニシアティブの下で、地域の大学をはじめとした公的研究機関等を核として、

地域内外の民間企業等の参画も得て有機的なネットワークを形成し、連鎖的にイノベー

ティブな新商品・サービス等を創出する集積（クラスター）を指す。 
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に、一定期間の支援を行うものであるが、一般的に、地域クラスターの形成

には数十年単位の期間を要する。このため、長期的な視野と戦略に基づいた

地域の持続的な取組がクラスター形成には不可欠であり、事業終了後は、地

方公共団体等が主体的かつ積極的に地域クラスター形成に取り組み、国の事

業を通じて形成された産学官連携のネットワークや研究開発基盤等を維持・

発展させることが期待されている。 

しかしながら、実際には５年間あるいは３年間といった実施期間の事業は

持続的な地域の取組を促す上では不十分であり、事業終了後、直ちに地域の

自立化を期待することが難しいケースも少なくない。 

自立的なクラスター形成のためには、各地域で、研究開発成果の事業化等

により地域の産業界に一定の経済効果を生み出すなどの「成功体験」を積み

重ね、地域クラスター形成に向けて地域の産学官の関係者の機運を高めるこ

とが必要である。しかし、特にバイオ分野等においては、事業期間内に大学

等の研究開発成果を事業化につなげることは、多くの場合、困難である。  

また、多くの地域が共通して抱える人材空洞化の問題も、地域における持続

的な取組を阻害する一因となっている。マネジメント人材やコーディネータ、

研究人材等の育成は、事業の実施を通じて得られる重要な成果であるが、  

優れた人材を事業終了後直ちに地域に定着させることは困難であることが少

なくない。 

このような状況に鑑みると、国においては、地域が自立することを政策の

最終目的としつつも、地域における長期的な視野と戦略に基づいた取組を促

すために、各地域のニーズに応じて個別の支援を行う必要がある。例えば、

知的クラスター創成事業等の大規模な支援事業の終了後、一定の期間、クラ

スター形成の核となる人材の配置等に対する支援を行うことは、地域に形成

されつつある基盤を維持・発展させる上で有効であると思われる。 

なお、このような施策を実施する際には、地域の自立化を阻害することが

ないように、将来的な自立化に向けた地域のコミットメントを確保した上で、

必要な支援内容を検討することが不可欠である。 

 

（２）各地域が主体的に策定する構想・計画への柔軟な対応 

各地域は、固有の研究開発ポテンシャルや産業基盤、歴史的沿革や政策的
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経緯等を背景として、地域クラスターの形成など、地域イノベーション・シ

ステムの構築に取り組んできた。その結果、各地域が目指すべき地域クラス

ターや地域イノベーション・システムの在り方は、地域特性を反映して多種

多様であり、また、産学官連携基盤の構築やクラスター形成の進捗状況も地

域によって大きく異なる。 

このような地域の多様性を踏まえ、国においては、定型的・各地域一律の

施策ではなく、地域が自らの手で策定する構想に柔軟に対応した施策を講じ

ることが必要である。例えば、知的クラスター創成事業等は、基本的に事業

期間・予算規模を一定としているが、クラスター形成の進捗状況等に応じて、

実施期間・予算規模等の柔軟な設定を可能とすることは、各地域が主体的に

策定する構想を実現する上で有効であると思われる。 

なお、このような施策を講じる際には、国においては、各地域の地域構想

及びそれを実現するための事業計画の戦略性・妥当性、事業推進に係るガバ

ナンス体制、キーパーソンによる成果に対する強いコミットメントが確保で

きているかなどについて、幅広い見地から評価するとともに、必要に応じて

改善に向けた助言・指導を行うことが重要である。 

 

（３）地域イノベーションの構想の策定やその実現に必要な優れた人材の育成

等への支援 

地域ごとに構想やその実現に向けた取組状況が大きく異なることは（２）

で述べた通りであるが、地域によっては、地域構想自体の企画・立案やその

実現のための実施計画の作り込みなど、本格的に地域クラスター形成に取り

組むための準備段階での取組が不十分である。これは、主として地方公共団

体における地域科学技術政策の企画・立案体制の脆弱さや地域における科学

技術に係るリソースの不足に起因する。 

このような地域は、「選択と集中」の視点に立って重点的な支援を行う事業

の対象にはなりにくいことから、地域構想の企画・立案やマネジメント体制

の整備等に主眼を置いた支援を行うことが望ましい。大学や公設試験研究機

関等を含めた地域内のリソースや企業等のニーズを十分に把握し、取り組む

べき課題を整理し、地域が有する資源等を踏まえた地域構想の策定や実施計

画の作り込みを行った上で、様々な国の支援施策や地域独自の施策が地域構
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想の実現に結びつくように戦略的に動員することが必要である。そのために

は、OJT 等を通じた政策の立案ができる人材等の育成や外部有識者等による

幅広い知見を活かした助言等に加え、後述するコーディネータ等の人材育成

も有効な方策であると思われる。 

このような取組は、地域における科学技術活動の底上げを図る取組として、

昨今、国民の懸念が高まっている地域間格差の解消という観点からも重要で

ある。 

 

（４）戦略的な地域間連携やクラスターのグローバル展開の促進 

地域クラスターの形成、地域イノベーションの創出は、当該地域内の取組

のみで完結することは少ない。グローバル（世界）とローカル（地方）を併

せた「グローカル」という造語が示すように、経済活動のボーダレス化に  

伴い、地域は国家を介さず直接海外との結びつきを持つようになっており、

世界的な競争の中でどのような位置を確保するのかについての戦略性が求め

られている。 

知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）においては、世界レベルのクラスター

形成を推進するという観点から、国内外の他地域との連携によるクラスター

の広域化を推進しているが、目指す地域クラスター等の規模に関わらず、  

地域が競争力を強化するためには、戦略的な他地域との連携を促進すること

が必要である。 

地域間連携は、国内外を問わず、効率的な研究開発投資と迅速な事業化を

目指した研究開発プロセスの分業から生産・物流・販路開拓まで、一連の  

イノベーションの創出過程において、地域の戦略に応じた多様な形態が考え

られる。特に、大学等の研究成果の受け皿となる企業が地域内に存在しない、

あるいは、企業のニーズに応えるシーズを地域内の大学等が有していないと

いった、産業界と大学等研究機関のポテンシャルのミスマッチが生じている

場合などは、地域の戦略に応じて、地域のポテンシャルを高めるための取組

みに加え、地域内に不足するリソースを積極的に他地域との連携により補完

する、といった取組が求められる。 

なお、各地域において、これらの取組を推進する際には、国際的な知的  

財産取扱を含めて一層複雑さを増す利害関係の調整等を行えるマネジメント
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体制が整っていることが必要である。また、グローバル展開の前提として、

各地域が効果的な情報発信・ＰＲ活動を行うことにより、クラスターの国際

的な存在感を高めることが重要である。 

 

（５）コーディネータ人材やマネジメント人材の育成等に向けた取組の強化 

地域における産学官連携の推進には、第３期科学技術基本計画においても

指摘されている通り、異なるセクター間の活動をつなぐコーディネータ機能

の強化が重要であり、その支援体制やコーディネータ間のネットワーク形成

等への支援が必要である。 

最近の１０年程度の間に、産学官連携や知的財産関係の支援人材として各

種のコーディネータが全国に配置され、地域における産学官連携活動は大き

く進展した。一方で、現状では、体系的な人材養成が十分になされておらず、

質にばらつきがある、嘱託・非常勤扱いが多くキャリアパスにつながりにく

い、社会的な認知度が低い、十分な意思決定権限や裁量が与えられていない

ために活動に制約を受けている場合がある、といった課題がある。また、地

域で活躍するコーディネータは、企業の定年退職者など比較的高齢であるこ

とが多いことから、若手人材の確保が必要とされている。 

このような状況を踏まえると、国においては、地域におけるコーディネー

タ人材の養成等のため、関係府省とも連携を図りつつ、具体的には以下のよ

うな取組が求められる。 

  若手コーディネータの指南役として熟練したコーディネータを派遣し、

若手コーディネータの実践的能力の向上を図る 

  優秀なコーディネータがいる大学・支援機関等に、ポスドク等でコー

ディネータ業務に関心を有する者を派遣する、派遣型の実践研修を導入

する 

  上記の実践的研修に、コーディネータに必要と思われる知識・技能を

身に付けるための研修講座等を組み合わせて、より体系的な人材育成プ

ログラムを作成する 

  研修実施機関が修了者等に対して試験を行い、コーディネータとして

の基本的な知識を有していることを認定する 

  優れた成果を上げたコーディネータの表彰を行う 
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  文部科学省が大学等に派遣する産学官連携コーディネータや JST イノ

ベーションプラザ・サテライト等の科学技術コーディネータと、特許流

通アドバイザーをはじめとする他府省所管の支援人材等との連携を、デ

ータベースの整備や交流事業への充実等により促進する 

更に、上記の人材育成、ネットワーク形成等に係る取組のほか、優秀な人

材がコーディネータ業務に従事し、その経験・知見を各分野で活かすことが

できるよう、コーディネータのキャリアパスの確立に向けた方策について、

引き続き検討を行う必要がある。 

また、コーディネータ人材に加えて、地域クラスターの形成等に当たって

は、地域構想を実現するための全体計画の立案、適切な資源配分、研究開発

マネジメントやネットワーク形成等を行えるプロデューサー、マネジメント

人材や知的財産に係る専門人材等の多様な人材が必要とされる。 

このような地域が必要とする人材の育成に当たっては、大学が積極的な役

割を果たすことが期待される。例えば、（３）において指摘した地域の企画・

立案能力の向上という観点からは、大学等が社会科学分野の知見も活かして

成功・失敗事例の分析を行い、クラスターのマネジメントや科学技術政策の

立案に関する研修を地方公共団体の職員等に対して実施するなどの取組が 

考えられる。 

 

（６）経済産業省等をはじめとした関係府省との連携の一層の強化 

政府においては、様々な府省が各種の地域科学技術振興施策を展開して 

いる。これらを効率的に地域に発展に結びつけていくためには、各地域が  

その地域構想の実現に向けて、地域独自の施策等も含めて様々な政策ツール

を戦略的に活用することが重要である。国においても、それぞれの府省が、

地域にとって使い勝手がよく、施策の相乗効果が発揮されるよう、施策の実

施に当たって相互に連携を図ることが重要である。 

国においては、これまでも、総合科学技術会議の科学技術連携施策群「地

域科学技術クラスター」の仕組みの下、「地域科学技術に係るブロック協議会」

における合同成果発表会や合同施策説明会の開催、各府省が行う施策をシー

ムレスに結びつけ、研究成果の実用化を加速するための研究助成制度におけ

る「他府省連携枠」の創設などの取組が行われてきた。 
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今後、より実のある連携となるよう、例えば、クラスター施策の両輪で  

ある知的クラスター創成事業等を実施する文部科学省と産業クラスター計画

を推進する経済産業省との間で、審査選考や中間・終了評価など事業実施の

各段階で実質的な連携を図るなどを検討する必要がある。 

 

（７）大学における地域貢献活動の推進 

地域の活性化のために、地域の知の拠点である大学が果たす役割は大きい。

大学には、新規事業・新産業創出につながり得る優れた新技術シーズの創出、

地域産業の担い手となる技術者等の地域ニーズに対応した人材の養成、地域

の住民生活の質の向上につながる研究及び普及など、様々な面で地域の発展

に貢献できるポテンシャルがあり、大学自らに加え、国や地域がそれらに光

を当て活用していくことが重要である。また、このような地域活性化に対す

る取組みを進めていく中で、大学の教育研究自体が活性化していくことが期

待される。 

大学における地域貢献活動をより一層活性化させる観点からは、各大学に

おいて、支援の仕組みづくりや体制整備に取り組むことが期待される。具体

的には、産学官連携や地域貢献活動に対して教職員にインセンティブが与え

られるような業績評価システムの構築、地域貢献や産学連携活動等に係る専

任ポストの設置、知的財産マネジメント等に係る高度専門支援人材の配置、

ふさわしい処遇等の取組等が望まれる。また、（３）で述べた通り、戦略的な

地域間連携やグローバルな事業展開が求められる中で、大学においても、国

際的な知的財産マネジメント体制の整備等が求められている。 

国は、知的クラスター創成事業等の審査選考や評価を通じて、大学のコミ

ットメントを明らかにさせることなどにより、大学における上記のような取

組を促すことが必要である。 

 

（８）成功・失敗事例やマネジメントに係る課題等を共有できる仕組み作り、 

情報収集・発信等の充実 

冒頭に述べた通り、知的クラスター創成事業等を実施する地域においても、

その成果には大きな差異があり、十分な成果が上がっていない地域も少なか

らず見受けられる。そのような地域にとっては、同様の課題を克服した他地
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域の取組等は大いに参考になる。 

国においては、各地域における地域クラスター形成や産学官連携に係る活

動のより効果的・効率的な展開のため、全国的な情報ネットワークを活用し

て各地域の成功・失敗事例を収集・分析することが重要である。その上で、

効果的な具体策を地域が利用可能な政策ツール等にして整理し、クラスター

政策の企画・立案や実施に関わる者に対する研修プログラムを作成すること

などを通じて、情報やノウハウの共有化を図ることが必要である。国として

は、これらの施策の分析や評価、助言を行えるシンクタンク的な機能を整理

するとともに、日本発の地域科学技術政策に係る有用な知見として国内外に

発信していくような取組が期待される。 

 

以上、当面取組むべき施策を中心に検討を行ったが、研究成果を事業に展

開していく上で、各種規制が障害となることも多い。今後は、これらの施策

を着実に実行に移すとともに、自立的な地域イノベーション・システムの確

立に向け、規制改革等の検討を行うことが必要である。 
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